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令和６年第７回羅臼町教育委員会 

 

１ 日 時  令和６年５月２９日（水）１５時１０分～１６時４０分 

 

２ 場 所  羅臼町役場 ３階 第５・６会議室 

 

３ 出席者 

   教育長     石 﨑 佳 典 

   委 員     芦 崎 拓 也 

委 員     佐々木 美 穂 

   委 員     小 林 真裕子 

   教育指導主幹  横 澤 英 三 

   学務課長    八 幡 雅 人 

   社会教育課長  長 岡 紀 文 

   総務管理係長  櫻 庭 千 尋 

           

４ 欠席者 

委 員     葛󠄀 西 良 浩 

 

５ 傍聴者      なし 

 

６ 議 題 

  議  案 第１４号 令和６年度一般会計予算補正について 

  議  案 第１５号 羅臼町立学校職員服務規程の一部改正について 

  追加議案 第１６号 令和６年度一般会計予算補正について 

  報  告 第 ７号 羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討委員会の 

設置について 

   報  告 第 ８号 諸会議・諸行事について 

 

７ その他 

   １.教育指導主幹通信について 
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【開 会】 

〇石﨑教育長 

  令和６年第７回教育委員会を開催致します。 

  ５月２２日から適正配置計画の説明会を開催し、５月２７日に４回目の説明会を終

えたところです。説明会には、佐々木委員と小林委員にも出席をいただきました。後ほ

ど情報交換をして、振り返りをしたいと思っています。 

  本日は、葛西委員が欠席ですが、３名の委員のみなさんの出席ですので会議は成立と

なります。議事録署名委員につきましては、芦崎委員と小林委員にお願い致します。 

  議事の確認をさせていただきます。本日の議題は、協議事項として、議案第１４号「令

和６年度一般会計予算補正について」、議案第１５号「羅臼町立学校職員服務規程の一

部改正について」、報告事項として、議案第７号「羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１

校１園化検討委員会の設置について」、報告第８号「諸会議・諸行事について」、追加議

案として、議案第１６号「令和６年度一般会計予算補正について」の５件です。 

  それでは、議事に移りたいと思います。 
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【議 事】 

 

●議案 第１４号 令和６年度一般会計予算補正について 

 

 〇石﨑教育長 

   議案第１４号「令和６年度一般会計予算補正について」担当から説明をお願いします。 

 

 ○学務課長 

   議案の１ページをお願い致します。議案第１４号「令和６年度一般会計予算補正につ

いて」です。令和６年６月開催の羅臼町議会第２回定例会に上程します補正予算の内容

についてご説明させていただきます。歳入です。１４款：国庫支出金、２項：国庫補助

金、７目：教育費国庫補助金の教育総務費費補助金に４１６千円の追加になります。公

立学校情報機器活用支援体制整備費補助金の交付決定に伴う追加補正であります。歳

出です。８款：教育費、１項：教育総務費、３目：義務教育振興費、教育コンピュータ

ーに要する経費の委託料として一般財源で計上しておりました４，１２８千円ですが、

先ほどの国庫補助金が決定したことに伴い、国庫補助金４１６千円、一般財源３，７１

２千円に財源内訳を変更するものであります。補正額に増減はございません。次に、６

目：教育支援費、地域おこし協力隊に要する経費として、高校の魅力発信や生徒募集（全

国公募）に関する体制構築として地域おこし協力隊を採用するものです。１節：報酬か

ら、１７節：備品購入費まで、総額４，１１０千円の追加補正です。別冊の参考資料に

より募集概要をご説明させていただきます。参考資料の１ページをお願い致します。資

料１、羅臼町地域おこし協力隊募集要項（案）になります。今回募集する名称は「羅臼

高校魅力化コーディネーター」です。業務概要につきましては、羅臼高校及び知床らう

すの魅力発信、生徒募集に関する連絡調整・企画と実施、下宿や寮生活及び進路等のサ

ポート、知床学・学校行事等への支援活動を業務内容としています。募集人員は１名、

勤務先は羅臼高校を予定しています。勤務時間は高校の職員会議等に合わせ、８：１０

から１６：２５、昼休みを４５分はさみ、７時間３０分のパートタイム勤務となります。

募集対象、雇用形態、期間、給与、賃金、処遇、福利厚生等については、他の地域おこ

し協力隊と同様となっております。申込受付期間、応募方法、審査方法については、内

部協議により決定をしているところです。本事業の内容につきましては、５月２１日に

開催の羅臼高校校長と、教育長の懇談会において情報共有をすると共に、ご意見をいた

だいております。議案の２ページをお願いします。３項：中学校費、１目：学校管理費、

中学校の管理に要する経費として、４７６千円の追加であります。知床未来中学校の正

面玄関のタイルが、凍結等による浮き上がりや、車両の進入等で破損したため、その貼

り替えに伴う修繕費として４７６千円の追加補正をするものです。 
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 ○社会教育課長 

   ５項：社会教育費、２目：図書館費、図書館管理運営に要する経費、１０節：需用費

に７４０千円の追加であります。内容につきましては、図書館車庫外壁破損し修繕が必

要となったため補正をお願いするものです。破損原因につきましては、特定できており

ませんが、応急処置を依頼した業者によりますと、外壁内部の木材が腐食しており、雪

の圧力等で破損したとものと考えられるということです。 

 

 ○石﨑教育長 

   議案第１４号「令和６年度一般会計予算補正について」説明がありました。委員のみ

なさんから、ご意見、ご質問などありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（意見・質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   予算につきましては、毎年１２月に翌年度の予算編成作業を行います。その時点で予

測ができなかったことを補正という形で予算を計上し、事業を実施するということで

す。説明があった、知床未来中学校のタイルの破損というのは、１２月には見られなか

ったものが、春になり、破損が確認されたためタイルを修繕するということです。図書

館の車庫の修繕も同様です。雪解け後に破損が確認されたため補正をして修繕すると

いうことです。地域おこし協力隊につきましては、しっかりと全国公募に取り組むため

に、人材を確保するということです。６月の議会で補正をして、予算措置をした後、募

集をし、全国公募の取り組みにつなげていきたいと思っています。意見、質問がないと

いうことですので、議案第１４号「令和６年度一般会計予算補正について」は、可決と

させていただきます。 
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●議案 第１５号 羅臼町立学校職員服務規程の一部改正について 

 

〇石﨑教育長 

議案第１５号「羅臼町立学校職員服務規程の一部改正について」担当から説明をお願

いします。 

 

 ○学務課長 

   議案の３ページをお願い致します。議案第１５号「羅臼町立学校職員服務規程の一部

改正について」、羅臼町立学校職員服務規程の一部を別紙のとおり改正したいので意見

を求めるものであります。４ページをお願いします。今回の改正理由は、本年３月に開

催されました、令和６年第４回教育委員会において可決をいただきました、学校職員の

出退勤について、タイムカードによる保存から、出退勤管理システムによる管理に改正

するものであります。スムーズに移行できるよう、４月に各学校へ出退勤アプリを配信

しており、利用を開始していただいているところであります。学校から利用に関して、

特に問題がないことを確認しています。出退勤システムについては、出退勤のほか、外

勤、休暇等を入力することが可能ですが、教職員の業務負担軽減を図るため、当面出退

勤のみの入力にしています。改正条文です。第１５条の見出し中「出勤簿の押印等」を

「出退勤」に改め、次の２項を加える。３ 出退勤管理システム（電子計算機を利用し

て、職員の出勤及び退勤の状況を記録するシステムをいう。）を利用する学校の職員は、

出勤し及び退勤するときは、自ら出退勤管理システムにより打刻しなければならない。

ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。４ 

出退勤管理システムを利用する学校において、当該システムにより職員の勤務様態等

を管理できる場合は、前項の打刻を以って第１項の打刻に代えることができる。第１項

の打刻とは、タイムカードによる打刻ということです。附則としまして、この訓令は令

和６年６月１日から施行する。参考資料として資料２で改正後の規程、資料３で新旧対

照表を添付していますので、後ほどお目通し願います。 

 

 ○石﨑教育長 

   議案第１５号「羅臼町立学校職員服務規程の一部改正について」説明がありました。

委員のみなさんから、ご意見、ご質問などありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（意見・質問等は特になし） 

 

 ○佐々木委員 

   管理職の先生が、出退勤の状況をアプリで集計できるということですか。 
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 ○学務課長 

   現在は、タイムカードの記録を確認入力し管理しているところですが、今後はシステ

ム上で管理できるということです。 

 

 ○石﨑教育長 

   働き方改革のため、軽微なことかもしれませんが、このようなことの積み重ねで、業

務改善を進めていこうと考えています。 

   他に、ご意見、ご質問がなければ、議案第１５号「羅臼町立学校職員服務規程の一部

改正」については、可決とさせていただきます。 
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●報告 第７号 羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討委員会の設置について 

 

 ○石﨑教育長 

報告第７号「羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討委員会の設置について」

担当から説明をお願いします。 

 

 ○学務課長 

   議案の５ページをお願いします。報告第７号「羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校

１園化検討委員会の設置について」、羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討

委員会を別紙要綱により設置したいので報告するものであります。議案の６ページを

お願いします。羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討委員会設置要綱です。

第１条は目的です。羅臼町教育目標である「ふるさと羅臼の躍進を創造し、いきいきと

逞しく行動する心豊かな町民の育成」に向かい、地域の過疎化と少子化により園児・児

童の減少が急激に進む中、子ども達にとって最も望ましい教育環境で学び、安定した適

正な規模の学校で学習活動が送れるよう、小学校・幼稚園の適正な規模・配置の在り方

について検討することを目的としています。第２条は設置です。前条の目的を達成する

ため、「羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討委員会」（以下「検討委員会」

という。）を設置するものであります。第３条は委員の構成です。検討委員会は、教育

長が指名する委員で構成する。第４条は委員長等です。検討委員会に委員長及び副委員

長を置く。第２項、委員長及び副委員長は委員の互選とする。第３項、委員長は、この

会を代表し、会務を総括する。第４項、検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長を

務める。第５項、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代

理する。第６項、事務局は、教育委員会があたるとしています。第５条は、所掌事項で

す。検討委員会は、次の事項を検討する。第１号、羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園の

１校１園化に伴う総合先等に関する検討。第２号、教育長の諮問を受け、羅臼町立小学

校・羅臼町立幼稚園の統合先について答申及び意見の具申をすること。第６条は任期で

す。この検討委員会の任期は、前条第２号の答申をもって満了とする。第７条は報酬及

び費用弁償です。委員報酬及び費用弁償は、これを支給しない。第８条は委任です。こ

の要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。附則として、この要綱

は、令和６年６月から適用するものです。 

 

 ○石﨑教育長 

   報告第７号「羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討委員会の設置について」

説明がありました。委員のみなさんから、ご意見、ご質問などありましたら、よろしく

お願いいたします。 
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（意見・質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   検討委員会の設置については、保護者説明会でも、どちらの学校にするかは、検討委

員会で検討していただくと説明をしています。説明があったとおり、メンバーについて

は、しっかりと検討をするところですが、まずは検討委員会を設置し、ご検討をいただ

くということが、必要だと思っています。検討委員会の設置については、以前に教育委

員のみなさんにもご意見をいただいているところです。具体的に要綱を整理すると、こ

のような形になるということでのご提案です。 

   １校１園化検討委員会という名称ですが、５年間の計画を立てるにあたって、５年後

に適正配置計画の検討は、課題があっても、無くてもしなければなりません。例えば、

羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園適正配置検討委員会ということであれば、継続可能な

要綱になるのではないでしょうか。 

 

 ○学務課長 

   ここで検討するのは、適正配置計画ではなく、１校１園化について検討していただく

という認識です。５年後に適正配置計画を策定する際には、検討委員会ではなく、今回

と同様に、事務局案を作り、検討し承認を得るという形になると思います。 

 

 ○石﨑教育長 

   今回の課題に対して、検討委員会を設置することで理解しました。 

   他に、ご意見、ご質問などありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（意見・質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   要綱を定め、検討委員会を設置し、取り組みを進めていきたいと思います。 

   議案第７号「羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園１校１園化検討委員会の設置について」    

は承認とさせていただきます。 
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●追加議案 第１６号 令和６年度一般会計予算補正について 

 

〇石﨑教育長 

追加議案を上程させていただきます。議案第１６号「令和６年度一般会計予算補正に

ついて」担当から説明をお願いします。 

 

 ○社会教育課長 

   議案第１６号「令和６年度一般会計予算補正について」です。歳入です。１７款：寄

付金、１項：寄付金、２目：教育費寄附金、１節：教育費寄付金に１００千円の追加で

あります。内容につきましては、５月２３日に釧路信用組合様より羅臼町図書館の図書

充実のための寄付金を受領したため、補正をお願いするものです。寄付金につきまして

は、体育文化振興基金に積み立てることとしておりますので、歳出におきまして、２款：

総務費、１項：総務管理費、３目：一般管理費、２４節：積立金に同額の１００千円を

追加するものであります。 

 

 ○石﨑教育長 

   議案第１６号「令和６年度一般会計予算補正について」説明がありました。委員のみ

なさんから、ご意見、ご質問などありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（意見・質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   先日、町長室において、釧路信用組合の専務理事と中標津支店長から、１０万円のご

寄付をいただきましたので、基金に積み立てるという内容です。使い道は、図書全般の

購入ということになります。釧路信用組合は今年が５０周年ということです。 

   議案第１６号「令和６年度一般会計予算補正について」は可決とさせていただきます。 
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●報告 第８号 諸会議・諸行事について 

 

 ○石﨑教育長 

   報告第８号「諸会議・諸行事について」担当から説明をお願いします。 

 

 ○学務課長 

   議案の８ページをお願いします。６月から７月の主な予定を記載しています。６月 

1日、知床国立公園６０周年シンポジウムが斜里町で開催されます。知床未来中学校の

体育祭は、６月２日です。６月９日に羅臼小学校の運動会が開催されます。６月２５日

に、知床協議会と記載しましたが、日程が７月３日に変更となっています。６月２７日

に羅臼町防災訓練が行われます。６月２６日から２８日には、特別支援巡回指導として、

帯広葵学園の丸山先生が来町されます。７月４日に管内教育長会議が中標津町で開催

されます。７月２９日にＥＳＤ研修会・一貫教研修会が開始されます。７月３０日に道

研地域連携研修が開催されます。 

 

 ○社会教育課長 

   社会教育課から郷土資料館まで一括してご説明させていただきます。６月２日に新

図書館オープンセレモニー、オープンイベントを行います。記載はありませんが、７月

下旬から、ふるさと少年探険隊を行います。 

 

 ○石﨑教育長 

   報告第８号「諸会議・諸行事について」説明がありました。委員のみなさんから、ご

意見、ご質問などありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（意見・質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   図書館のオープンセレモニーですが、佐々木委員と小林委員にご出席していただけ

るということです。当日は晴れていれば外で、オープンセレモニーを行う予定となって

います。 

   報告第８号「諸会議・諸行事について」は承認とさせていただきます。 

   以上で議事を終了させていただきます。 
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【その他】 

 

●教育指導主幹通信について 

 

 ○石﨑教育長 

   その他として、教育指導主幹通信について説明をお願いします。 

 

 ○横澤主幹 

   各幼稚園、各小学校でのコオーディネーショントレーニングを終え、アンケート結果

と記録の集計を行っています。アンケート結果については、楽しかったという意見がほ

ぼ全員でした。運動が好きになりましたかという項目では、ほぼ良い評価が付けられて

いました。反復横跳びを測定したところ、集計を終えた羅臼小学校では、全学年が伸び

ていますので、効果があったと思います。来年もやりたいと思いますかという質問には、

ほぼ全員がやりたいという回答でした。やりたくない、運動が嫌いになった、楽しくな

いなどの否定的な意見はゼロでした。集計結果がまとまりしだい、教育委員会でご報告

させていただきます。 

   山口県周防大島町教育委員会の星野教育長からお電話をいただきました。周防大島

町という名前は初めて耳にする地名でしたが、後で調べてみたところ、山口県の最東部

の屋代島にある町でした。昨年７月にマツコ会議という番組でも取り上げられ、富裕層

が移住する町で、２０２２年度の税収が、前年度の７倍に達したということです。星野

教育長のお話しでは、一人当たりの納税額が、東京の港区とほぼ同じということです。

周防大島町は、本年度よりパイオニアスクールプログラムに参加しているため、先進地

域である羅臼町に先生を派遣して、自然を体験し、教材化させたいという依頼をされま

したので、快く受けることにしました。認められることは非常に嬉しく思っています。

来町されるのは５名の予定で、星野教育長のほか、４校の小学校から、校長先生、教頭

先生等です。 

   北海道通信に掲載された、元札幌市立平岸西小学校校長の北原徹也氏の「校長の“学

校アップデート！”№4 下学年は上学年にあこがれる」をご紹介します。始業式、終業

式や全校朝会の退場の順番は、上学年からですか？それとも下学年からですか？昔、

「１年生は、他学年が退場するのを待つのは飽きてしまうから、一番初めに退場させた

方が良い」と主張している先生がいました。本当に１年生は待てないのでしょうか？私

の経験では、１年生から退場させています。６年生は常に１年生から５年生のあこがれ

なのです。この先生が校長先生をやっていた学校では、上学年から退場していました。

司会の先生が「６年生から退場します。全校のお手本となる歩き方をして退場するので、

１年生から５年生の皆さんは６年生の歩き方をしっかり見ていてください。」と言いま

す。始業式、終業式では、高学年が体育館の後方に並ぶことがありますが、あえて下学
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年の前を通って退場します。全校朝会では、６年生が体育館入口から一番離れた奥に並

び、１年生から５年生の前を通って退場します。６年生には、全校のお手本になるだけ

でなく、卒業式の入退場の歩き方につながるということを意識付けておくことが大切

です。６年生の次は５年生の退場です。もちろん下学年のお手本です。２年生が退場し

終わったあと、「１年生の前を歩く時、すごく緊張した」と言っている子どもがいまし

た。１年生は、２年生から６年生の歩き方を見ているので、まねして歩こうとします。

目的もなく「待つ」のではなく「お手本となる上学年の歩き方を見る」のであれば、１

年生は飽きることなく最後まで体育館に残ることができるということです。裏面は、給

食の内容です。後ほどご覧願います。記載のとおり各種訪問の日程が決まりました。指

導主事、指導官の先生が訪問し、学校で指導を行います。全国学力・学習状況調査結果

の自校採点です。自校採点ですので、多少の誤差は出てくると思いますが、羅臼小学校、

春松小学校、それぞれの国語と算数、町全体の正答率を記載しています。また、知床未

来中学校の国語、数学を記載しています。知床未来中学校の校長の話にもありましたが、

数学が伸びています。国語、数学共に難しい内容でしたが、頑張った結果が出ていると

思います。夏休み前には、正式な結果が出ますので、報告させていただきたいと思いま

す。 

 

 ○石﨑教育長 

教育指導主幹通信について説明がありました。委員のみなさんから、ご質問などあり

ましたら、よろしくお願い致します。 

 

（質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

事務局から、連絡、報告等ありましたらお願いします。 

 

 ○学務課長 

   お配りしました「羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園適正配置計画」説明会の資料をご

覧願います。５月２２日春松小学校、春松幼稚園ＰＴＡへの説明会は参加者３０名、５

月２３日羅臼小学校、羅臼幼稚園ＰＴＡへの説明会は参加者３０名、５月２４日春松地

区住民への説明会は参加者９名、５月２７日羅臼地区住民への説明会は参加者２７名

でした。２ページ以降に、４日間の質疑を項目ごとに整理し記載しています。大きくは、

適正配置計画の時期、期間が短すぎるとことや、以前からの経過についての質疑があり

ました。検討委員会については、どのようなメンバーになるのか、どのように検討する

のか、公表されるのかという質問がありました。どちらの学校に統合するのか、そこを

聞かなければ判断ができないというご意見もありました。春松でなければ、羅臼でなけ
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ればというご意見のほか、どちらでも構わないというご意見の方もいました。１校１園

化はやむを得ないのだから、早く進めるべきだというご意見もありました。大きな課題

となっている、通園・通学バスを運転手不足の中で本当に確保できるのかというご意見

もありました。それぞれの質問に対しては、回答させていただいております。質疑では

ありませんが、その他のご意見も記載していますので、後ほどお目通し願います。説明

会の中で、参加できなかった方の、意見収集はどのように行うのかという質問があり、

意見を収集したいと回答させていただきましたので、６月３日からパブリックコメン

トを募集したいと思っています。募集にあたっては、事前にＰＴＡの皆さんにお便りを

配る予定です。羅臼小学校ＰＴＡへの説明会の中で、お互いの学校、幼稚園を見たこと

がないというご意見がありましたので、見学開放をしたいと思っています。それぞれの、

学校、幼稚園と打ち合わせをし、内容を確認しているところです。予定では６月１７日

（月）から２１日（金）までの１週間、９：００～１５：００を考えています。羅臼幼

稚園は、行事等のため６月１７日は受け入れできません。また、６月１９日の午後は一

貫教の会議のため両小学校、両幼稚園の受け入れは１２：００までです。６月２１日は、

１８：３０まで開放する予定となっておりますが、羅臼小学校に関しては、１６：３０

までの予定です。見学開放についてもしっかりと告知をしたいと思います。説明会の中

で、通園・通学バスを利用し見学してもいいのではないかというご意見がありましたの

で、バス時間のお知らせも含めた見学開放内容について、各学校、各幼稚園と打ち合わ

せをしています。５月３０日または３１日に各学校、各幼稚園から保護者にお知らせを

していただく予定です。 

 

 ○石﨑教育長 

「羅臼町立小学校・羅臼幼稚園適正配置計画」説明会について、委員のみなさんから、

ご確認などありましたら、よろしくお願い致します。 

 

 ○佐々木委員 

   パブリックコメントの期間はいつまでですか。 

 

 ○学務課長 

   ６月２８日までです。 

 

 ○佐々木委員 

   見学開放時にバスに乗ってみませんかということですが、有料ですか。 

 

 ○学務課長 

   有料です。 
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 ○学務課長 

   パブリックコメントにつきましては、書面でいただきたいと思っています。電話、口

頭などでは、聞き違いになってしまうことがありますので、メール・ＦＡＸのほか、Ｑ

Ｒコードから回答できるようにしています。集約したご意見は、検討事項として検討委

員会に提示したいと思います。個々への返信、回答は控えさせていただくことにしてい

ます。 

 

 ○石﨑教育長 

   責任を持ったご意見をいただくため、氏名、連絡先を書いて出していただくことにな

ります。役場全体としても、無記名の意見には回答しないというルールがあります。検

討委員会には、氏名、連絡先を伏せた状態で提示します。 

 

 ○佐々木委員 

   パブリックコメントの周知をする時には、検討委員会に氏名は出さないが、氏名を記

載してくださいという注意書きはありますか。 

 

 ○学務課長 

   注意書きはありませんが、検討委員会の検討事項として共有することは記載します。

氏名と連絡先は必須事項にしたいと思います。町ホームページに掲載しているパブリ

ックコメントの概要書でも、様式は任意ですが住所、氏名、連絡先の記載が書かれてい

ます。 

 

 ○佐々木委員 

   氏名等が公表されることはありませんと説明に書かないことは、不親切ですか。 

 

 ○学務課長 

   氏名は公表されませんという説明を記載するということですか。 

 

 ○佐々木委員 

   はい。 

 

 ○学務課長 

   記載して問題ないと思います。 

 

 ○石﨑教育長 

   他に、ご質問などありましたら、よろしくお願い致します。 
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（質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   以上で、予定していた会議日程を終了しました。令和６年第７回教育委員会を終了さ

せていただきます。本日はありがとうございました。 


